
いつまでできるの? 

還 付 申 告 

還付申告とは、特段、還付申告という申

告書があるわけでなく、納め過ぎていた税

金（源泉徴収税額や予定納税額等）を戻し

てもらう（還付）ための確定申告です。 

所得税の確定申告は、法律で「その年の

翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日」までとその

提出期限が定められていますが、この還付

申告には、提出期限の定めはありません。   

しかし、国に対する還付金等の請求権は、

５年で時効消滅してしまうため、「その請求

することができる日から５年間」と限られ

ています。そこで、問題は、「その請求する

ことができる日」とはいつからなのかです。 

法律上、①申告書の提出期限の定めがあ

る場合と②申告書の提出期限の定めがない

場合とによって「その請求することができ

る日」が異なると解されています。 

（１）申告書の提出期限の定めがある場合 

ちなみに、申告書の提出期限の定めがあ

る場合とは、算式で示すと次の要件を満た

す場合です。①各種所得金額の合計額＞所

得控除の合計額、かつ、②所得に対する算

出所得税＞配当控除＋住宅取得等控除額

（以下「配当控除等」という）、かつ、③所

得に対する算出所得税額-配当控除等＜源

泉徴収税額。 

 

この場合は、申告期限が翌年の 2 月 16 日

から 3月 15 日と定められていますので、還

付申告を提出できる期間は、その年の翌年

2 月 16 日から 5 年間になります。 

（２）申告書の提出期限の定めがない場合 

 同様に、申告書の提出期限の定めがない

場合とは、算式で示すと次の要件を満たす

場合です。①各種所得金額の合計額＜所得

控除の合計額 又は 各種所得金額の合計額

＞所得控除の合計額、かつ、②所得に対す

る算出所得税額≦配当控除等、かつ、③０

＜源泉徴収税額。 

この場合は、申告期限が定められていま

せんので、還付申告を提出できる期間は、

その年の翌年 1 月 1 日から５年間となりま

す。 

 一般的に、年末調整でその年の税金が精

算確定されてしまう給与所得者の場合は、

確定申告が不要となるので、申告書の提出

期限の定めのない場合に該当し、還付申告

できる期間は、その年の翌年 1 月 1 日から

５年目の12月31日ということになります。 

 

 

 

松 本 会 計 通 信 
 

2008 年 12 月 25 日(木) 
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－１７－１ 

松本税理士事務所 ＴＥＬ 048-825-5531 ＦＡＸ 048-832-4584 

  Email matsumoto-y@tkcnf.or.jp 

「請求できる日」

の確認が重要だ！ 


